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平成2 3年度  一般会計収支決算報告
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一生懸命学びました

社協だよりたく
201２.７ No.７７

決算額（単位：円）
会 費 収 入 １，４７０，５００
寄 附 金 収 入 ４，２５７，４７５
市 補 助 金 収 入 １３，３８９，１５０
県 補 助 金 収 入 １，８０８，８５９
県 社 協 助 成 金 収 入 ３６，０００
受 託 金 収 入 ２５，９９４，４３６
事 業 収 入 ５９，３３０，４６３
貸 付 事 業 等 収 入 ３０９，０００
共 同 募 金 配 分 金 収 入 １，６２５，３９０
介 護 保 険 収 入 ３５，９８８，１７２
利 用 料 収 入 １６０，４００
雑 収 入 ３，９２２，８７２
受 取 利 息 配 当 金 収 入 ３３，７２５
経理区分間繰入金収入 １３，４３３，３７７
そ の 他 の 収 入 １２，２０５，６１１
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ４２，４８３，７２９
収 入 計 ２１６，４４９，１５９

決算額（単位：円）

法 人 運 営 事 業 ３６，７８８，７４１

地 域 福 祉 活 動 事 業 ７，７５７，１９１

受 託 事 業 ６７，２９６，４８０

居 宅 介 護 等 事 業 ６３，６４７，９９７

資 金 貸 付 事 業 ２，９７５，２００

当 期 末 支 払 資 金 残 高 ３７，９８３，５５０

支 出 計 ２１６，４４９，１５９

　平成２４年５月２９日、理事会・評議員会において、平成２３年度事業報告・一般会計収支決算について下記のとお
り承認されました。

収 入 の部 支 出 の部

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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　市民の誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進するために、関係機関、各福祉団体と連携
し、策定した「地域福祉活動計画」に基づき地域福祉活動の推進や支援に努めます。
　また、ホームページと広報を充実させわかりやすい社協を目指します。

多久市社会福祉協議会事業計画
及び予算　185,467千円平成24年

度

◆理事会、評議員会及び委員会等の開催
◆役職員研修

法 人 運 営 事 業
・健康、生きがいづくり事業
・在宅介護見舞金支給事業
・多久市地域住民グループ支援事業
・福祉有償運送事業
・各種団体等活動助成事業
・障害児交流事業（一日バスハイク）
・福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）
・福祉機器無料貸与事業（ベッド・車椅子・歩行器）
・寝たきり老人等寝具クリーニングサービス事業
・災害ボランティアに関する事業
・ふれあい広場の実施
・福祉体験教室、学校ボランティア育成事業
・ボランティアの集い
・おもちゃ図書館の運営
・子育て支援事業
・鬼子母神祭の実施
・福祉バスの運行管理
・小災害見舞金支給事業
・心配ごと相談
　第３水曜日　９：30～15：00
・身障相談
　毎月１日　　10：00～15：00
・社協だよりの発行（年３回）
・社会福祉功労者表彰
・民生児童委員活動への協力
・多久市シルバー人材センター事業
指定管理者制度
・多久市老人福祉センター(むつみ荘)管理運営
・多久市社会福祉会館管理運営

地 域 福 祉 活 動 事 業

◆生活福祉資金貸付事業（佐賀県社協）
◆福祉資金貸付事業（市社協）

福 祉 資 金 貸 付 事 業

◆居宅介護支援事業（ケアマネジメント）
◆日常生活管理指導員派遣事業
◆訪問介護事業
◆介護予防訪問介護事業
◆障害者自立支援事業
　•障害者ホームヘルプサービスの実施
　•移動支援
　•行動援護
　•同行援護
◆社協独自事業｢在宅サポート事業『さわやか』｣

居 宅 介 護 等 事 業

１．共同募金運動事業
◆一般募金
◆歳末たすけあい募金

２．赤十字事業
◆日赤社資募集
◆救急法講習会の開催（５月）
◆水上安全法講習会の開催（７月）
※九州八県赤十字大会が今年度は佐賀県で開催さ
れます。（11月）

共同募金運動事業、赤十字事業への協力

７月は市社会福祉協議会
会費募集月間です

　移送サービス事業(福祉有償運送事業)心配ご
と相談事業､社協表彰式､老人福祉事業､子育て
支援事業など､地域福祉活動に使われています｡

一 般 会 費
一戸あたり 200円 団 体 会 費

一口あたり 3,000円

〈新規事業〉
緊急時要援護者

見守り支援事業「まもりん」
　在宅の高齢者や体の不自由な人たちに対する
緊急時の迅速な対応として、医療･服薬･緊急連
絡先などの情報を専用容器に入れ、家庭の冷蔵
庫に保管し､万が一の緊急時に備え､見守り活動
の充実を図るとともに、
高齢者等の安心の確保に
つなげます。ご希望の方
は、地区の民生委員を通
して申込んでください。
問い合わせ　多久市社会福祉協議会　☎75－3593

▲

ス
テ
ッ
カ
ー

▲

専
用
保
管
容
器

多久市民生委員･児童委員連絡協議会総会及び研修会開催
　去る５月18日（金）午後より平成24年度の総会が開催されました。
　平成23年度の事業報告・収支決算と平成24年度の事業計画・収支予算が原案
通り承認されました。
　総会終了後は、多久市地域包括支援センターによる「いつでも　どこでも　
だれでも『つながりネットワーク』」についての寸劇もあり、笑いで会場が熱
気あふれる研修会でした。

　また、小城・多久障害
者相談支援センターから
事業内容についての説明
がありました。

心配ごと相談 　第３水曜日　９：30～15：00　　多久市社会福祉会館

小城・多久障害者相談支援センター

小城市小城町畑田750番地　小城保健福祉センター「桜楽館」内
☎0952‒71‒1250　　0952‒73‒3032　E-mail:o-tsyougai@etude.ocn.ne.jpお気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

■利用できる方
小城市､多久市にお住まいの方で､身体障害者､
知的障害者、精神障害者の方、および障害児童

■相談内容の例
●ヘルパーなどのサービスを受けたいけど、手   
　続きはどうするの？
●障害者の手帳を取りたいけど、どんなサービ
　スを受けることができるのかな？
　申請には何が必要かな？
●障害を持つ子どもを養育しているけど、手当
　てってあるのかな？

■相談方法
電話による相談､自宅へ訪問しての相談､直接セ
ンターにおいでいただいても結構です｡（無料）

日常生活に不安をお持ちの高齢者や障がいのある方等が、地域で安心して暮らせるお手伝いをします

このようなお手伝いをします

▲

福祉サービスを安心して利用できる
　ように、お手伝いします。

▲

毎日のくらしに欠かせないお金の出
　し入れをお手伝いします。

▲

大切な書類や通帳などをお預かりし
　ます。

利用できる方利用できる方利用できる方利用できる方
自分ひとりで契約などの判断をす
ることが不安な方や、お金の管理
に困っている方。

利用料が必要です利用料が必要です利用料が必要です利用料が必要です
相談や、支援計画をつくるのは無
料です。契約を結んだ後の支援に
ついては利用料が必要です。

のご案内福祉サービス利用援助事業
「日常生活自立支援事業」

問い合わせ　多久市社会福祉協議会　☎75‒3593

▲子育て支援事業

▲市老連
　ゲートボール大会

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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多久市民生委員･児童委員連絡協議会総会及び研修会開催
　去る５月18日（金）午後より平成24年度の総会が開催されました。
　平成23年度の事業報告・収支決算と平成24年度の事業計画・収支予算が原案
通り承認されました。
　総会終了後は、多久市地域包括支援センターによる「いつでも　どこでも　
だれでも『つながりネットワーク』」についての寸劇もあり、笑いで会場が熱
気あふれる研修会でした。

　また、小城・多久障害
者相談支援センターから
事業内容についての説明
がありました。

心配ごと相談 　第３水曜日　９：30～15：00　　多久市社会福祉会館

小城・多久障害者相談支援センター

小城市小城町畑田750番地　小城保健福祉センター「桜楽館」内
☎0952‒71‒1250　　0952‒73‒3032　E-mail:o-tsyougai@etude.ocn.ne.jpお気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

■利用できる方
小城市､多久市にお住まいの方で､身体障害者､
知的障害者、精神障害者の方、および障害児童

■相談内容の例
●ヘルパーなどのサービスを受けたいけど、手   
　続きはどうするの？
●障害者の手帳を取りたいけど、どんなサービ
　スを受けることができるのかな？
　申請には何が必要かな？
●障害を持つ子どもを養育しているけど、手当
　てってあるのかな？

■相談方法
電話による相談､自宅へ訪問しての相談､直接セ
ンターにおいでいただいても結構です｡（無料）

日常生活に不安をお持ちの高齢者や障がいのある方等が、地域で安心して暮らせるお手伝いをします

このようなお手伝いをします

▲

福祉サービスを安心して利用できる
　ように、お手伝いします。

▲

毎日のくらしに欠かせないお金の出
　し入れをお手伝いします。

▲

大切な書類や通帳などをお預かりし
　ます。

利用できる方利用できる方利用できる方利用できる方
自分ひとりで契約などの判断をす
ることが不安な方や、お金の管理
に困っている方。

利用料が必要です利用料が必要です利用料が必要です利用料が必要です
相談や、支援計画をつくるのは無
料です。契約を結んだ後の支援に
ついては利用料が必要です。

のご案内福祉サービス利用援助事業
「日常生活自立支援事業」

問い合わせ　多久市社会福祉協議会　☎75‒3593

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
－3－



だ
よ
り

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
む
つ
み
荘
」

無料送迎バスの運行日無料送迎バスの運行日無料送迎バスの運行日

無料バス送迎日には西多久幡船の里より
新鮮な野菜･団子など多数出店されます｡
どうぞご利用下さいませ。

•月１回医師による健康相談
•健康増進にヘルストロン（有料）
•サークル
囲碁､将棋､カラオケ､踊り､リズムダ
ンス､手芸､俳句､詩吟､大正琴など

５日(木）

12日(木）
24日(火）
26日(木）

岸川､四下､立山､前田方面
高木川内､明佐､栄町､番所､
横柴折､荕原､砂原方面
西多久方面
納所方面
多久方面

７月の むつみ荘

むつみ荘での催し物

お風呂でゆったりスッキリ！
(午前９：30～午後３：00まで)

お 楽 し み 会

詳しくは
☎75－3701
むつみ荘まで

みんなで楽しく
ゲームをしました。

きれいになりました
ありがとう
ございました

多久市老人クラブ連合会によるボランティア活動 Ｈ24.６.１

多久市シルバー人材センターだより多久市シルバー人材センターだより

＜問い合わせ先＞　多久市シルバー人材センター　☎75－4787

　５月17日（木)､平成24年度総会を開催しました。平成23年度の事業報告、
24年度の事業計画が原案通り承認されました。
　また、総会終了後、メモリアル会館和光の入田潔氏に「お葬式のマナーに
ついて」質務応答をまじえての講演をいただきました。

おしらせ

元

気
なシ

ルバーさ

ん募集中です!

あなたの技術を
シルバー人材センターで
活かしてみませんか？

むつみ荘

まか
せ

　　
とけ
！

まだまだ
　できます！

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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「介護保険」申請から認定まで 要介護認定までの流れ
　サービスを利用するためには、介護保険者（佐賀中部広域連合）に申請して「介護や支援が必要である」と認
定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

要
介
護（
要
支
援
）認

定
の
申
請
を
し
ま
す

調
査
と
審
査
が

行
わ
れ
ま
す

認
定
結
果
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

介
護
予
防
事
業

（
地
域
支
援
事
業
）

を
利
用
で
き
ま
す

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
予
防
給
付
）

を
利
用
で
き
ま
す

介
護
サ
ー
ビ
ス

（
介
護
給
付
）

を
利
用
で
き
ま
す

　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る

人
は
、
ま
ず
、
佐
賀
中
部
広
域
連

合
や
市
町
の
窓
口
に
認
定
の
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
本
人
ま
た
は
家
族
が
申
請
す

る
か
、
成
年
後
見
人
、
お
た
っ

し
ゃ
本
舗
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
）
、
ま
た
は
省
令
で
定
め
ら

れ
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

や
介
護
保
険
施
設
な
ど
に
申
請
を

代
行
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま

す
。

●
認
定
調
査

　
心
身
の
状
況
を
調
べ
る
た

め
に
、
本
人
と
家
族
な
ど
か

ら
聞
き
取
り
調
査
を
し
ま
す
。

●
主
治
医
の
意
見
書

　
医
師
か
ら
介
護
を
必
要
と

す
る
原
因
疾
患
な
ど
に
つ
い

て
の
記
載
を
受
け
ま
す
。

➡

●
一
次
判
定

　
調
査
票
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

分
析
し
、
要
介
護
状
態
区
分

を
導
き
出
し
ま
す
。

➡

●
二
次
判
定

　（
介
護
認
定
審
査
会
）

　
一
次
判
定
結
果
お
よ
び
訪

問
調
査
の
結
果
と
医
師
の
意

見
書
を
も
と

に
、
保
健
、

医
療
、
福
祉

の
専
門
家
が

審
査
し
ま
す
。

非
該
当

要
支
援
１

要
介
護
１

要
介
護
２

要
支
援
２

要
介
護
３

●�

要
介
護
・
要
支
援
認
定
申
請
書

（
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

●�

介
護
保
険
被
保
険
者
証（
黄
色
）

●��

健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
第
２
号
被
保
険
者
の
場
合
）

●�

印
鑑

　
申
請
書
に
は
、
主
治
医
の
氏

名
、
医
療
機
関
名
な
ど
を
記
入
し

ま
す
。
主
治
医
が
い
な
い
場
合
は

窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

1

2

3

申
請
に
必
要
な
も
の

要
介
護
４

要
介
護
５

※認定結果の通知は、原則として申請から30日以内に佐賀中部広域連合から送られてきます。
（参考資料「介護保険べんり帳」佐賀中部広域連合より）

訪問調査にいつもご協力いただきありがとうございます。
詳しくは、各戸配布されております「べんり帳」をごらん下さい。【問い合わせ先】居宅介護支援事業所　☎75-3593

ケアマネジャーシリーズ

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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住 ケア ト 概民 ーン の 要

 ３.回収結果

 １.調査の目的 　多久市民が地域福祉に対し、どのような意見・要望等をもってい
るかを把握し、地域福祉活動計画に反映させることを目的として実
施しました。

　「多久市地域福祉活動計画」の策定に係るアンケート調査にご協力いた
だきありがとうございました。ここに、ご報告いたします。

◎調査時期　平成23年８月１日

 ２.調査の概要

◎調査対象者
　№１ 保育園児の保護者 （100人）
　№２ 障がい関係 （100人）
　№３ 高齢者 （300人）
　№４ 一般 （500人）
　※�№４については、
　　 市内に居住する20歳以上の人

◎調査方法
　№１ 12保育園へ配布
　№２ 市内小中学校特別学級、身障協会、手を
　　　 つなぐ育成会へ配布
　№３ 民生委員児童委員より対象世帯へ配布・
　　　 回収
　№４ 郵送

内訳

発送件数 1,000
回収枚数 549
回収率 54.90%

No. １
保育園児の保護者

No. ２
障がい関係

No. ３
高齢者

No. ４
一般

発送件数 100 100 300 500
回収枚数 63 41 265 180
回収率 63.00% 41.00% 88.33% 36.00%

私たち社協のさわやかヘルパーです！

寺田妙子

　梅雨で気持がはれない時も
ありますが笑顔でがんばりま
す｡調理前には､手やまな板･
包丁をよく洗って、清潔につ
とめています。

　むし暑い日が続きます。食
中毒予防のためにも調理は分
量に気をつけて残らないよう
に作っています。これからも
明るく元気にがんばります。

一ノ瀬コズエ

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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（１）保育園児の保護者
①�子育てに関して、もっと魅力ある事業をして

頂きたい。保育士・教諭経験者の次の次世代
ボランティア育成の講座など、ボランティア
をどんどん育てて頂きたい。

②�子どもの預かりサービス、障がい者・高齢者
など集えるサークルなど。

③�育児や障がいに対しての事業を多久市でもっ
と増やしてほしい。

（２）障がい関係
①�実際に利用している方などの不満点の改善。

利用していない方の理由による対応。様々な
情報の提示。話し合いやすい環境をもつ事業
を願う。

②�障がい児を受け入れてくれる子どもクラブ等
（外遊び、体験）学校が終わった後や、春休
み・夏休み・冬休み等、日中、面倒を見ても
らえるような子どもクラブが欲しいです。

③�ホームヘルプサービス・ガイドヘルプサービ
スの充実をお願いします。

④�老人関係、介護保険関係は、良く把握されて
いると思いますが、障がい者に対する支援・
人材が少ないように感じます。充実してもら
いたい。

（３）高齢者
①�高齢化社会が進行するので、介護事業の拡充

をと思っている。
②�独居老人の家の簡単な補修等お願いできた

ら、助かります。
③�車の運転ができなくなって、動きがとれなく

なってしまった時に、買い物や通院などがス
ムーズにできるような社会になるような対策
をお願いしたい。

④�協議会職員を充実して、事業拡充を希望する。
⑤役所と社協と協力して行ってほしいと思います。
⑥災害対策についてわかりやすく教えてください。
⑦�介護を必要とする人や障がい者だけでなく、

中間者の事業を希望します。

⑧�公民館でお話を聞いたり運動をしたりして、
過ごすことのできるサークル的なものを作っ
てもらえれば楽しいかなと思います。

『�情報伝達のよりわかりやすい方法や取り入れ
てほしい方法があれば書いてください』

（高齢者のみ）
①�老人会等での説明会を開催したりチラシを配

布する。
②�老人クラブの定例会の日に相談員を派遣して

ほしい。
③�社会福祉協議会の方に、地域の公民館などに

出向いてもらい、介護保険のことや福祉サー
ビスの利用状況等を説明して頂ければわかり
やすいと思います。

④�ケーブルテレビを通じて詳しく情報を流すこ
と。併せて文書で高齢者宅へ郵送するなどこ
まめに対応してほしい。

（４）一般
①�高齢男性の料理教室。高齢者のパソコン教室

を年２～３回。
②広報活動をもっと積極的に。
③�社会福祉協議会についてもっとPR をしては

と思います。
④�日常生活で困っている者への相談になってほ

しい。
⑤�ボランティアの人達の力を借り、ひきこもり

がちな一人暮らしの老人もそこに行けば、誰
かとふれあうことのできる施設があればよい。

⑥�高齢者や障がいを持った人達が、生活に困ら
ないような環境づくり。

⑦�相互の助けあい。仕事の無い人達に、短時間
でも仕事を分配する仕組み、シルバー人材の
年令の幅と仕事の内容の検討。

⑧�地域へ出て行く。各地区の公民館などへ出張
して、啓発・相談・ボランティア作業などを
行う。来局ではなく、出前講座もよい。

社会福祉協議会の事業について、
 どのような事業を希望しますか（一部抜粋）

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。
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